
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年７月２日

【会社名】 株式会社KADOKAWA・DWANGO

【英訳名】 KADOKAWA DWANGO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長　　川上　量生

代表取締役社長　　佐藤　辰男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目13番３号

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 株式会社KADOKAWA

取締役経理財務本部長　　渡辺　彰

株式会社ドワンゴ

執行役員　コーポレート本部長　　小松　百合弥

【最寄りの連絡場所】 株式会社KADOKAWA

東京都千代田区富士見二丁目13番３号

株式会社ドワンゴ

東京都中央区銀座四丁目12番15号

【電話番号】 株式会社KADOKAWA

03-3238-8412

株式会社ドワンゴ

03-3549-6300

【事務連絡者氏名】 株式会社KADOKAWA

取締役経理財務本部長　　渡辺　彰

株式会社ドワンゴ

執行役員　コーポレート本部長　　小松　百合弥

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権付社債（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

（注１）

【届出の対象とした募集金額】 2,500,000,000円（注２）

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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　（注）１．本訂正届出書の対象となる新株予約権は、平成26年５月14日に開催された株式会社KADOKAWA（以下、

「KADOKAWA」といいます。）及び株式会社ドワンゴ（以下、「ドワンゴ」といいます。）の取締役会の決議

（株式移転計画の作成）、KADOKAWAにおいては平成26年６月21日に開催された定時株主総会、ドワンゴにお

いては平成26年７月３日に開催予定の臨時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移

転（以下、「本株式移転」といいます。）に際し、本株式移転により株式会社KADOKAWA・DWANGO（以下、

「当社」といいます。）がKADOKAWA及びドワンゴ（以下、総称して「両社」、個別に「各社」という場合が

あります。）の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下、「基準時」といいます。）において

KADOKAWAが発行している株式会社角川グループホールディングス2014年満期円貨建転換社債型新株予約権付

社債（平成21年12月18日発行）（以下、「承継前新株予約権付社債」といいます。）に付された新株予約権

（以下、「割当対象新株予約権」といいます。）の新株予約権者（以下、「割当対象新株予約権者」といい

ます。）に対して、割当対象新株予約権の代わりに、割当対象新株予約権者が有する割当対象新株予約権の

合計と同数の当社の新株予約権を交付するものです。当社は、本株式移転に際して、基準時において

KADOKAWAが発行している承継前新株予約権付社債についての社債に係る債務のうち、基準時において未償還

のもの全てを承継します。

２．承継前新株予約権付社債についての社債に係る債務当初金110億円のうち、本株式移転の効力が生じる直前

において未償還の金額となります。本訂正届出書提出日において未確定であるため、平成26年５月31日現在

の承継前新株予約権付社債の残高を記載しております。なお、本株式移転の効力発生日までに承継前新株予

約権付社債の転換がなされること等により変動する可能性があります。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成26年６月３日付で提出した有価証券届出書（平成26年６月25日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂

正済み。）の記載事項の一部に訂正事項がありますので、これを訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出

するものであります。

　なお、当該訂正は、平成26年３月31日現在におけるドワンゴの自己株式数に株式給付ESOP信託口が所有する同社株式

数（28,200株）を含めて計算したことに由来するものであり、訂正後の株式数は、ドワンゴの自己株式数に株式給付

ESOP信託口が所有する同社株式数を含めずに計算しております。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）

（新株予約権付社債に関する事項）

（注）３

第二部　組織再編成（公開買付け）に関する情報

第１　組織再編成（公開買付け）の概要

４　組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠

（注２）当社が株式移転により交付する新株式数（予定）

第三部　企業情報

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

(1）株式の総数等

②　発行済株式

(2）新株予約権等の状況

（注２）

③　転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限

イ．新株予約権の目的となる株式の数の上限

(4）発行済株式総数、資本金等の推移

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行新株予約権付社債（短期社債を除く。）】

（新株予約権付社債に関する事項）

　（注）

（訂正前）

３．平成26年３月31日現在における両社の発行済株式総数及び自己株式数から算定した株式数である74,907,650

株を分母として計算した割合となります。なお、両社は、それぞれが保有する自己株式（本株式移転に際し

て行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する

自己株式を含みます。）の全てを本株式移転の効力発生の直前時までに消却することを予定しており、ま

た、当社設立の直前までにKADOKAWAの新株予約権等の行使等がなされる可能性があるため、上記発行済株式

総数は変動する可能性があります。

 

（訂正後）

３．平成26年３月31日現在における両社の発行済株式総数及び自己株式数から算定した株式数である74,935,850

株を分母として計算した割合となります。なお、両社は、それぞれが保有する自己株式（本株式移転に際し

て行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する

自己株式を含みます。）の全てを本株式移転の効力発生の直前時までに消却することを予定しており、ま

た、当社設立の直前までにKADOKAWAの新株予約権等の行使等がなされる可能性があるため、上記発行済株式

総数は変動する可能性があります。

 

第二部【組織再編成（公開買付け）に関する情報】

第１【組織再編成（公開買付け）の概要】

４【組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠】

（訂正前）

　（注２）　当社が株式移転により交付する新株式数（予定）：普通株式74,907,650株

（後略）

 

（訂正後）

　（注２）　当社が株式移転により交付する新株式数（予定）：普通株式74,935,850株

（後略）
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第三部【企業情報】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

②【発行済株式】

（訂正前）

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 74,907,650
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関す

る請求権その他の権利内容に何ら限定のな

い、当社における標準となる株式です。な

お、当社は種類株式発行会社ではありませ

ん。普通株式は振替株式であり、単元株式数

は100株です。

計 74,907,650 ― ―

 

（訂正後）

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 74,935,850
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関す

る請求権その他の権利内容に何ら限定のな

い、当社における標準となる株式です。な

お、当社は種類株式発行会社ではありませ

ん。普通株式は振替株式であり、単元株式数

は100株です。

計 74,935,850 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　（注２）

③　転換価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限

（訂正前）

イ．新株予約権の目的となる株式の数の上限

1,168,770株（普通株式発行済株式数の1.56％）

上記割合は、平成26年３月31日現在における両社の発行済株式総数及び自己株式数から算定した株

式数である74,907,650株を分母として計算した割合となります。なお、両社は、それぞれが保有す

る自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請

求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みます。）の全てを本株式移転の効力発生の

直前時までに消却することを予定しており、また、当社設立の直前までにKADOKAWAの新株予約権等

の行使等がなされる可能性があるため、上記発行済株式総数は変動する可能性があります。

 

（訂正後）

イ．新株予約権の目的となる株式の数の上限

1,168,770株（普通株式発行済株式数の1.56％）

上記割合は、平成26年３月31日現在における両社の発行済株式総数及び自己株式数から算定した株

式数である74,935,850株を分母として計算した割合となります。なお、両社は、それぞれが保有す

る自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請

求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みます。）の全てを本株式移転の効力発生の

直前時までに消却することを予定しており、また、当社設立の直前までにKADOKAWAの新株予約権等

の行使等がなされる可能性があるため、上記発行済株式総数は変動する可能性があります。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（訂正前）

　平成26年10月１日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成26年10月１日 74,907,650 74,907,650 20,000 20,000 20,000 20,000

 

（訂正後）

　平成26年10月１日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

平成26年10月１日 74,935,850 74,935,850 20,000 20,000 20,000 20,000
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